
利用者（被保険者） 住宅改修施工事業者 聖籠町役場町民課

住宅改修費支給までの流れ（受領委任払い制度を利用した場合）

①受領委任払い制度取扱
事業者として登録するため、
必要書類を作成の上、町へ
の申請を行います。
・介護保険住宅改修費受領
委任払い取扱事業者登録
申請書（別記様式第１号）
・介護保険住宅改修費受領
委任払い制度に係る取扱確
約書（別記様式第２号）
・事業者から事業所に対す
る委任状（振込口座を事業
者以外の口座にする場合）
（任意様式）

②登録を行ったときは「介護

保険住宅改修費受領委任払

い取扱事業者登録通知書」

（別記様式第３号）を事業者あ

てに送付します。

③ 登録が完了します。

④登録された事業所の名簿
が作成されます。

⑤利用者は住宅改修を行いたい旨をケアマネージャーに相談
し、④で作成された名簿より住宅改修施工事業者を選びます。

⑥利用者は、聖籠町役場町民課保険係まで、必要書類を添え
て申請を行います。

【工事前に提出するもの】

・申請書

・住宅改修が必要な理由書（ケアマネージャー等作成）

・住宅改修前の写真・図面等

・見積書及び工事費内訳書（利用者あて）

・住宅所有者の承諾書（利用者でない場合）（申請書内）

・介護保険住宅改修費受領委任払いに係る委任状（別記様式

第７号）

⑦申請された書類を審査し、
ケアマネージャー等に事前
承認したことを伝えます。



⑧住宅改修施工

↓
完 了

⑨利用者は改修費用（１～
３割）を支払い、工事業者よ
り１～３割分の領収証の発
行を受けます。

⑩利用者は、聖籠町役場町民課保険係へ工事後に提出する
書類を提出します。

【工事後に提出するもの】

・１～３割分の領収証

・住宅改修後の写真

・工事内訳書（着工前と変更がない場合は必要なし）

⑪提出された書類を審査し、
「介護保険償還払支給決定
通知書」を利用者あてに発
送します。（原則、工事完了
後の書類を提出した日の翌
月の中旬頃です。）
また、事業者には受領委
任払いのお知らせ（別記様
式第８号）を送付します。

⑫お知らせが送られた月の

月末に指定した口座に住宅

改修費（９～７割分）が振り込

まれます。

決定通知書


